
第２回茨木市大規模小売店舗立地審議会
令和２年２月２０日

茨木市産業環境部商工労政課

茨木ショッピングタウン（イオン新茨木店）
【変更】

資料②



届出条項法 法第６条第２項（変更）

店舗名称
茨木ショッピングタウン
（イオン新茨木店）

所在地 茨木市中津町８２５番地 他

用途地域 近隣商業地域

届出年月日 令和元年７月２４日

変更年月日 令和２年３月２５日

設置者
イオンリテール株式会社
有限会社タツミ商事

小売業者 イオンリテール株式会社 他

店舗面積 １２，０００㎡

届出の概要



位置図 拡大図

阪急茨木市駅 当該店舗



変更しようとする事項

□ 住民説明会 令和元年９月６日開催 １１名出席

⓵駐車場の位置及び収容台数
（変更前）収容台数 ５２１台
（変更後）収容台数 ３９２台
※位置の変更については図面参照

⓶駐車場の出入口の数及び位置
（変更前）出入口の数 ９箇所
（変更後）出入口の数 ４箇所
※位置の変更については図面参照



変更前

屋上駐車場
１７５台

西駐車場
６４台

第１駐車場
１３６台

第２駐車場
８１台

第３駐車場
６５台

当該店舗



変更後

屋上駐車場
１７５台

第２駐車場
８１台

第１駐車場
１３６台

当該店舗



来退店経路図

当該店舗



騒音予測

：総合的な予測 （平均値）
：発生源毎の予測（最大値）

予測結果
全ての地点において基準値以下

当該店舗



屋上駐車場①
撮影：Ｒ１／１２／９



屋上駐車場②
撮影：Ｒ１／１２／９



西駐車場
撮影：Ｒ１／１２／９



第１駐車場
撮影：Ｒ１／１２／９



第２駐車場
撮影：Ｒ１／１２／９



第３駐車場
撮影：Ｒ１／１２／９



園田町交差点
撮影：Ｒ１／１２／９



住民意見

縦覧期間

令和元年８月２日から令和元年１２月２日まで

住民意見 提出件数

１件



意見の概要

○住民意見（提出件数 １件）

・第三駐車場と西駐車場が廃止になることにより、屋上駐車
場がこれまで以上に満車になることが想定され、道路渋滞
が発生することが懸念されるため、第一駐車場への誘導等
の渋滞対策が必要である。

・第三駐車場と西駐車場を廃止した後の用途は、待機児童が
多いエリアであるため、こども園等の子育て施設を検討し
てほしい。






